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　家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け，資産所
得倍増につなげるため，ＮＩＳＡの抜本的拡充・恒久化を行
うとともに，スタートアップ・エコシステムを抜本的に強化
するための税制上の措置を講ずる。また，より公平で中立的
な税制の実現に向け，極めて高い水準の所得について最低限
の負担を求める措置の導入，グローバル・ミニマム課税の導
入及び資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築を行
う。加えて，自動車重量税のエコカー減税や自動車税等の環
境性能割等を見直す。租税特別措置については，それぞれの
性質等に応じ適切な適用期限を設定する。具体的には，Ⅰの
とおり税制改正を行うものとする。
　また，防衛力強化に係る財源確保のための税制措置につい
て，Ⅱのとおり決定する。

Ⅰ　令和５年度税制改正

個人所得課税

○ＮＩＳＡ制度の抜本的拡充・恒久化
・非課税保有期間を無期限化するとともに，口座開設可能
期間については期限を設けず，ＮＩＳＡ制度を恒久的な
措置とする。

・一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の年
間投資上限額（「つみたて投資枠」）については，120万
円に拡充する。

・上場株式への投資が可能な現行の一般ＮＩＳＡの役割を
引き継ぐ「成長投資枠」を設けることとし，「成長投資枠」
の年間投資上限額については，240万円に拡充するとと
もに，「つみたて投資枠」との併用を可能とする。

・一生涯にわたる非課税限度額を新たに設定した上で，
1,800万円とし，「成長投資枠」については，その内数と
して1,200万円とする。

・以上の措置は，令和６年１月から適用する。
○スタートアップへの再投資に係る非課税措置の創設
・保有株式の譲渡益を元手に，創業者が創業した場合やエ
ンジェル投資家がプレシード・シード期のスタートアッ
プへの再投資を行った場合に，再投資分につき20億円を
上限として株式譲渡益に課税しない制度を創設する。

・スタートアップへの再投資に係る非課税措置及び課税繰
延べについては，創業者は事業実態が認められれば適用

が受けられるようにするほか，プレシード・シード期の
スタートアップに係る外部資本要件を1/6以上から1/20
以上に引き下げるなど，要件の緩和を行う。

○極めて高い水準の所得に対する負担の適正化
・その年分の基準所得金額から３億3,000万円を控除した
金額に22.5％の税率を乗じた金額が，その年分の基準所
得税額を超える場合には，その超える金額に相当する所
得税を課する措置を講じ，令和７年分以後の所得税につ
いて適用する。

○特定非常災害に係る損失の繰越控除の見直し
・特定非常災害法上の特定非常災害による損失に係る雑損
失及び純損失の繰越期間について，損失の程度や記帳水
準に応じ，例外的に３年から５年に延長する。

資産課税

○資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等
・相続時精算課税制度について，相続時精算課税適用者が
特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分
の贈与税については，現行の基礎控除とは別途，課税価
格から基礎控除110万円を控除できることとするほか，
相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定
以上の被害を受けた場合，相続時にその課税価格を再計
算する見直しを行う。
・暦年課税における相続前贈与の加算期間を７年に延長す
るほか，延長した期間（４年間）に受けた贈与のうち一
定額（100万円）については，相続財産に加算しないこ
ととする見直しを行う。
・教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について
は，節税的な利用につながらないよう所要の見直しを
行った上で，適用期限を３年延長する。
・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
についても，節税的な利用につながらないよう所要の見
直しを行った上で，適用期限を２年延長する。

法人課税

○研究開発税制の見直し
・控除率カーブの見直し及び控除率の下限の引下げ（現�
行：２％→１％）を行うとともに，試験研究費の増減割
合に応じて税額控除の上限を変動させる制度（現行：
25％→20％～30％）を設ける。

（ ）令和４年12月23日
閣 議 決 定
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・試験研究費のうち新たなサービスの開発に係る一定の費
用について，既に有する大量の情報を用いる場合につい
ても対象とするほか，所要の見直しを行う。

○企業による先導的人材投資に係る税制措置
・法人が大学，高等専門学校又は一定の専門学校を設置す
る学校法人の設立を目的とする法人に対して支出する寄
附金であって，その設立のための費用に充てられるもの
を指定寄附金とする。

・特別試験研究費の対象費用に，博士号取得者又は一定の
研究業務の経験を有する者に対する人件費を追加し，税
額控除率を20％とする。

○オープンイノベーション促進税制の見直し
・発行法人以外の者から購入により取得した株式でその取
得により総株主の議決権の過半数を有することとなるも
のを，税制の対象となる特定株式に加える。

消費課税

○適格請求書等保存方式の円滑な実施に向けた所要の措置
・これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者
になった場合の納税額を売上税額の２割に軽減する３年
間の負担軽減措置を講ずる。

・一定規模以下の事業者の行う少額の取引につき，帳簿の
みで仕入税額控除を可能とする６年間の事務負担軽減策
を講ずるほか，少額の返還インボイスについて交付義務
を免除する措置を講ずる。

○承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例措置の創設
・酒税の保全のために酒類業の健全な発達に資する取組を
適正かつ確実に行うことについて承認を受けた酒類製造
者に係る一定の酒類について，製造規模に応じて酒税を
軽減する措置を講ずる。あわせて，現行の酒税の特例措
置は廃止し，新たな特例措置への移行に伴う激変緩和の
ための経過措置を講ずる。

○車体課税
・自動車重量税のエコカー減税について，異例の措置とし
て現行制度を令和５年末まで据え置くほか，据置期間後
は，制度の対象となる2030基準達成度の下限を３年間で
段階的に80％まで引き上げる等の所要の措置を講ずる。

・自動車税・軽自動車税の環境性能割について，異例の措
置として現行の税率区分を令和５年末まで据え置くとと
もに，３年間で段階的に引き上げる。

・自動車税・軽自動車税の種別割におけるグリーン化特例
について，３年間延長する。

・メーカーの不正行為によって自動車税環境性能割等の納
付不足額が発生した場合の特例について，納付不足額を
徴収する際に加算する割合（現行：10％）を35％に引き
上げる。

国際課税

○グローバル・ミニマム課税への対応
・グローバル・ミニマム課税について，所得合算ルールに
係る法制化を行うため，各対象会計年度の国際最低課税
額に対する法人税（仮称）及び特定基準法人税額に対す
る地方法人税（仮称）を創設する。その際，法人税によ
る税額と地方法人税による税額が907：93の比率となる
よう制度を措置するとともに，対象企業の事務手続きの
簡素化に資する措置を導入する。
・外国子会社合算税制について，特定外国関係会社の適用
免除要件である租税負担割合の閾値引下げ等の見直しを
行う。

納税環境整備

○電子帳簿等保存制度の見直し
・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度につい
ては，電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をす
ることができなかったことにつき相当の理由がある事業
者等に対する新たな猶予措置を講ずるとともに，検索機
能の確保の要件について緩和措置を講ずる。
・過少申告加算税の軽減措置の対象となる優良な電子帳簿
について，その範囲を合理化・明確化する。

○課税・徴収関係の整備・適正化
・申告義務を認識していなかったとは言い難い高額な無申
告に対し，無申告加算税の割合を引き上げる。また，連
年にわたって繰り返し無申告加算税等を課される者が行
う更なる無申告に課される無申告加算税等を加重する措
置を講ずる。

○�ふるさと納税における前指定対象期間に係る基準不適合等
への対応
・ふるさと納税の指定制度に関し，前の指定対象期間にお
ける基準不適合等の事案について，２年前にまで遡って
取消事由とできることとする。

関税

○暫定税率等の適用期限の延長等
・令和４年度末に適用期限の到来する暫定税率（412品目）
の適用期限を１年延長する等の措置を講ずる。

○急増する輸入貨物への対応
・輸入申告項目に「通販貨物の該否」及び「国内配送先」
等を追加する。
・税関事務管理人制度について，非居住者による届出がな
い場合，税関長が国内関連者を税関事務管理人として指
定できる等の規定の整備を行う。
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Ⅱ　防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

　我が国の防衛力の抜本的な強化を行うに当たり，歳出・歳
入両面から安定的な財源を確保する。税制部分については，
令和９年度に向けて複数年かけて段階的に実施することと
し，令和９年度において，１兆円強を確保する。具体的には，
法人税，所得税及びたばこ税について，以下の措置を講ずる。
①法人税
　�　法人税額に対し，税率４～4.5％の新たな付加税を課す。
中小法人に配慮する観点から，課税標準となる法人税額か
ら500万円を控除することとする。

②所得税
　�　所得税額に対し，当分の間，税率１％の新たな付加税を
課す。現下の家計を取り巻く状況に配慮し，復興特別所得

税の税率を１％引き下げるとともに，課税期間を延長する。
延長期間は，復興事業の着実な実施に影響を与えないよう，
復興財源の総額を確実に確保するために必要な長さとす
る。

　�　廃炉，特定復興再生拠点区域の整備，特定復興再生拠点
区域外への帰還・居住に向けた具体的な取組みや福島国際
研究教育機構の構築など息の長い取組みをしっかりと支援
できるよう，東日本大震災からの復旧・復興に要する財源
については，引き続き，責任を持って確実に確保すること
とする。
③たばこ税
　�　３円／１本相当の引上げを，国産葉たばこ農家への影響
に十分配慮しつつ，予見可能性を確保した上で，段階的に
実施する。
　以上の措置の施行時期は，令和６年以降の適切な時期とす
る。
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